
 

 

 

 

１ 制定の背景及び趣旨 

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令和４年法律第 52 号。以下「法」という。）

が令和６年４月１日から施行されたことに伴い、困難な問題を抱える女性を支援するため、女

性自立支援施設（※）が社会福祉施設として新たに位置づけられました。 

女性自立支援施設は、国、地方公共団体、社会福祉法人等が設置することが可能ですが、政

令指定都市の区域において施設を設置するにあたっては、当該指定都市が定める基準に従わ

なければなりません（社会福祉法（昭和２６年法律第 45 号）第 65 条及び地方自治法施行令

（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の３０の２）。 

施設設置基準は、厚生労働省が省令で定める基準（女性自立支援施設の設備及び運営に関

する基準（令和５年厚生労働省令第36号。以下「基準省令」という。）をもとに市が条例で定め

ることとなっています。 

現在、市内に市が定める基準の対象となる施設はありませんが、今後施設を設置しようと

する場合における設置基準を定めておく必要があるため、静岡市女性自立支援施設の設備及

び運営に関する基準を定める条例（以下「本条例」という。）を定めようとするものです。 

本条例を定めるに当たって、市民の皆様からの意見を募集します。 

 

※女性自立支援施設：困難な問題を抱える女性の意向を踏まえながら、入所・保護、医学的・心

理学的な援助、自立の促進のための生活支援を行い、あわせて退所した者についての相談

等を行うことを目的とする施設です。 

 

＜条例の主な内容＞ 

⚫ 職員配置の基準 

⚫ 施設長の資格要件 

⚫ 設備の基準 

⚫ 業務継続計画の策定等 

 

２ 市の基本的な考え方 

基準省令で定められた基準は、項目ごと「従うべき基準」、「標準とすべき基準」、「参酌すべ

き基準」に区分されており以下の条件が付されています。 

 

従うべき基準…条例で定める基準の内容は、基準省令の「従うべき基準」に従わなければなら

ない。（安全計画の策定、職員配置基準、設備基準など） 

静岡市女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（案）の制定に係る意見

の募集について 



⇒基準省令第６条、第９条、第 10条、第１１条第３項４号、第４項第１号イ、第 12条、第 16条、 

第 17条第４項 

 

標準とすべき基準…条例の内容は、基準省令の「標準」を標準とする範囲内でなければならな

い。（入所定員） 

⇒基準省令第 13条 

 

参酌すべき基準 …条例の制定に当たっては、基準省令の「参酌すべき基準」を十分参照した

上で判断しなければならない。（構造設備の一般原則、食事の提供など） 

⇒上記以外の事項 

 

※基準省令については別紙をご参照ください。 

 

本条例の基準を定めるに当たっては、基準省令において標準とすべき基準、参酌すべき基

準とされている事項について国と異なる基準を設けるべきか検討しました。 

その結果、現時点で本市が所管している対象施設がなく、本市の実情として国の基準と異

なる基準を定めるべき地域的な特殊性や特段の事情もないことから、基準省令の基準どおり

としました。なお、今後市内で女性自立支援施設が設置された場合には、当該施設の実情等を

十分に考慮した上で本条例の基準の改正について再度検討することとします。 

 

３ 旧条例の廃止 

法の施行に伴い、従前から設置されていた婦人保護施設に係る規定が廃止され、同施設を

引き継ぐ形で女性自立支援施設が新たに規定されました。これにより、婦人保護施設の設備及

び運営に関する基準（平成 14 年厚生労働省令第 49 号）が廃止されたため、婦人保護施設の

設置基準等を定めていた静岡市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成 24年静岡市条例第 80号）は本条例の施行と同時に廃止します。 

 

４ 施行日 

公布の日（静岡市議会令和６年９月定例会に上程予定） 


